
 

人生 100年時代を支える住まい環境整備モデル事業及びみんなが安心して住まいを提供できる

環境整備モデル事業に関する技術的な評価事業を実施する者の公募についての公示 

 

令和８年２月１３日 

国土交通省住宅局長 宿本 尚吾 

 

 次のとおり、スマートウェルネス住宅等推進事業のうち、人生 100年時代を支える住まい環境

整備モデル事業及びみんなが安心して住まいを提供できる環境整備モデル事業に関する評価事

務事業を実施する者の公募について公示します。 

  

注）本事業は、令和８年度予算が成立し、予算示達がなされることが前提となります。令和８年

度予算の国会における審議状況により、補助金の交付申請の受け付け及びそれに対する交付決定

の時期、事業内容等の変更が生じる場合があります。 

１．事業概要 

（１）事業名  

人生 100 年時代を支える住まい環境整備モデル事業及びみんなが安心して住まいを提供

できる環境整備モデル事業に関する技術的な評価を行う業務 

 

（２）事業目的 

本事業は、スマートウェルネス住宅等推進事業のうち、人生 100年時代を支える住まい環

境整備モデル事業及びみんなが安心して住まいを提供できる環境整備モデル事業の提案事

業の選定にあたり必要となる技術的な評価を実施する者に対し、国が必要な費用を補助する

ことにより、事業の円滑な実施を図ることを目的とする。 

 

（３）事業内容 

次の①から④に掲げる事業 

① 提案事業の評価に関する事業 

ア 事業の公募及び評価結果の公表等に関する業務 

イ 提案事業の先導性、普及性等の総合的な評価に関する業務 

ウ 上記イの業務に必要な、学識経験者等で構成する評価委員会・部会等の運営に関す

る業務（事業者によるプレゼンテーションでの評価を含む） 

エ 提案事業の関係法令や選定基準への適合性の審査に関する業務 

 ② 提案事業の検証及びフォローアップに関する事業（過年度に実施されたスマートウェ

ルネス住宅等推進事業及び高齢者等居住安定化推進事業を含む） 

ア 事業の達成状況の把握及び検証に関する業務 

イ 上記アの業務に必要な評価委員会・部会等の運営に関する業務 

ウ 上記アの業務に必要な現地調査の実施に関する業務 

エ 事業内容及び検証結果の普及に関する業務 



 

オ 提案事業及び子育て世帯・高齢者・障害者に関する住まいの事例等の検証 

③  提案事業の相談対応に関する事業 

④ 人生 100 年時代を支える住まい環境整備モデル事業に係る事務事業を実施する者及

びみんなが安心して住まいを提供できる環境整備モデル事業に係る事務事業を実施

する者との連携及び協力に関する事業 

⑤ 過年度に実施した事業の総括及び今後の事業の方向性の検討 

 

（４）事業期間 

事業期間は、以下のとおり予定している。 

令和８年４月１日～令和９年３月３１日 

 

２．対象事業者の要件 

（１）公平性及び中立性に関する要件 

以下の要件を全て満たす事業者とする。 

○ 業として、住宅を設計し若しくは販売し住宅の販売を代理し若しくは媒介し、又は

住宅の建設工事を請け負う者に支配されていないこと。 

○ 業として、高齢者、障害者又は子育て世帯向けの生活支援・介護サービス等を提供

する者に支配されていないこと。 

○ 業として、家賃債務保証、残置物処理、保険サービス等を提供する者に支配されて

いないこと。 

○ 業務によって得た情報により新たな営利を得る者ではないこと。 

（２）技術能力に関する要件 

○ 住宅、まちづくり、福祉分野に関する専門的な知識を有するものであること。 

○ 専門的な知識を用いて的確に審査を行う体制を有すること。 

○ 専門的な知識を用いて評価委員会における説明や事業者からの相談に的確に対応

できる体制を有すること。 

（３）守秘性に関する要件 

○ 知り得た情報の秘密の保持を厳守すること。成果を活用したコンサルティング活動

は行わないこと。 

（４）経理その他の事務に係る的確な管理体制及び処理能力に関する要件 

○ 経理その他の事務について、的確な管理体制及び処理能力を有すること。 

 

３．手続等 

（１）担当部局等 

    ①担当部局 国土交通省 住宅局 安心居住推進課 西澤・佐藤 

    ②住  所 〒100-8918 東京都千代田区霞ヶ関 2-1-3 

    ③電  話 03-5253-8111（内線 39857） 

    ④電 子 メ ー ル hqt-anshin-kyojyu02@gxb.mlit.go.jp 



 

（２）説明書の交付期間、場所及び方法 

    ①期 間 令和８年２月１３日（金）から令和８年２月２７日（金）まで 

    ②場 所 上記担当部局 

    ③方 法 上記担当部局にて電子媒体で交付 

          説明書の交付を希望する場合は、予め（１）の担当まで事前連絡を行うこ

と。 

 （３）申込書の提出期限、場所及び方法 

    ①期  限 令和８年２月２７日（金）１８時００分まで 

    ②場  所 上記担当部局 

    ③方  法 電送（電子メール） 

          なお、提出時は、以下の規定によることとし、上記担当部局までその到着

を確認すること。 

          ・データ形式は PDF とする。なお、担当部局が、他の形式による提出を

求めた場合は、その形式とする。 

          ・ファイルのデータ総量は極力１０メガバイト以内とすること。 

 

４．留意事項 

（１） 不適切な行為に対する措置 

本事業の実施に当たり不適切な行為があった場合は、必要に応じて、次の措置を講じる。 

・国土交通省が発注する業務に関する指名の停止 

・国土交通省住宅局の他の補助事業又は委託事業への応募又は応札の制限 

・補助事業者等の名称（法人の代表者、役員、経理に関する監査責任者の名称を含む。）、

不適切な行為の内容等の公表 

・補助事業者が建設業者、宅建業者等の許可等を得ている者の場合は、監督官庁への通報 

・建築士又は建築士事務所が関与した場合は、監督官庁への通報 

（２） 経理に関する留意事項 

・本事業の着手に当たっては、本事業の経理に関する管理責任者を選任し、人件費に関す

る補助金が含まれる場合は、事業への従事状況を把握する体制を申告すること。 

・人件費に関する補助金が含まれる場合は、業務日報等の従事状況を確認することができ

る書類等（業務管理システムのデータ、業務に係るメールの履歴、開催日時が記録され

た会議記録等）を保存し、国土交通省の求めに応じて、当該書類等の写しを提出するこ

と。 

・国土交通省の求めに応じて、本事業の実施期間中に、経理に関する検査、本事業に従事

する者へのヒアリング調査等に対応すること。 

・人件費に係る消費税は、補助金の交付対象とならないこと。 

・本事業が完了したときは、本事業の経理に関する監査の実施報告書を提出すること（監

査役又は監事がいない場合は、経理に関する管理責任者以外の役員等が行うものとす

る。）。 



 

（３） 内部取引（関係会社等からの調達）に関する留意事項 

・本事業の交付申請には、関係会社等※からの調達をしない場合は、その旨を宣誓する宣

誓書を添付すること。 

・本事業の実施に当たり、関係会社等からの調達をする場合は、原則として関係会社等以

外の２者を含めた３者以上の見積の結果から調達額が適正であることを示す資料を提

出すること。 

・虚偽の申請であった場合は、補助金の交付決定を取り消すことがあること。 

※ 「関係会社」とは財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第８条第８項で

定めるものをいい、これに補助事業者の役員が役員に就任している法人を含め「関係

会社等」とする。 

 

          

５．その他 

（１） 手続きにおいて使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨、単位は日本の標準時及

び計量法に限る。 

（２） 関連情報を入手するための照会窓口 ３．（１）に同じ。 

（３） 申込書の作成及び提出に係る費用は、提出者側の負担とする。 

（４） 提出された申込書は、当該申込者に無断で２次的な使用は行わない。 

（５） 申込書に虚偽の記載を行った場合は、当該申込書を無効にするとともに、申込者に対し

て、補助事業者の資格の取消を行うことがある。 

（６） 採用された申込書は、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」（平成 11年 5月 14

日法律第 42号）により、行政機関が取得した文書について、開示請求者からの開示請求

があった場合は、当該企業等の権利や競争上の地位等を害するおそれがないものについ

ては、開示対象となる場合がある。なお、採用されなかった申込書は、原則破棄するた

め、返却を希望する場合は、申込書を提出する際にその旨を申し出ること。 

（７） 詳細は説明書によるため、申込にあたっては必ず担当者より説明書を受領すること。 

 


